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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成19年６月27日に提出いたしました第29期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書において、記載

事項の一部に訂正を要する箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第２ 事業の状況 

３ 対処すべき課題 

第４ 提出会社の状況 

６ コーポレート・ガバナンスの状況 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は   を付して表示しております。 

  

第一部【企業情報】 
  

第２【事業の状況】 
  

３【対処すべき課題】 

（訂正前） 

株式会社の支配に関する基本方針について 記載なし 

  

（訂正後） 

株式会社の支配に関する基本方針について 

(1）基本方針の内容 

 当社は、創業以来培ってきた中古品ビジネスのノウハウを活かし、高度な専門知識を持った多数のバイヤーによる「買取

力」、価値ある中古品を中心に新品をミックスした「商品力」、接客付加サービス及びディスプレイ等の工夫による「販売

力」の向上により、「品物を売りたい」という買取面のニーズと「この商品が欲しい」という販売面のウォンツを結ぶ“リ

レーユース”の中継点として、常にお客様の豊かな暮らしづくりを応援することにより、安定的に成長してまいりました。 

 当社は、今後においても、価値ある中古品の安定供給と適正な価格設定、店舗ロイヤリティの向上等によりコメ兵ブランド

の浸透を図り、より多くのお客様に満足と感動を提供することによって、安定的な成長と企業価値の向上を目指す所存であり

ます。このためには、中古品ビジネスに対する高い専門知識を持ち、当社の独自性を十分理解した者が、中長期的な視点に

立った経営を行っていくことが必要と考えております。 

  

(2）不適切な支配を防止するための取り組み 

 現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行うものに対して、これを防止するための具体的な取り組み（買収防衛策）を

定めておりませんが、当社株式を大量に取得しようとする者が出現し、当該大量取得が不適切な者によると判断される場合に

は、社外の専門家を含む「対策本部」を結成し、当該取得者の取得目的、提案内容等を、前記の基本方針及び株主共同の利益

等に照らして慎重に判断し、具体的な対抗措置の内容等を速やかに決定し実行する所存であります。 

  

 



第４【提出会社の状況】 
  

６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（訂正前） 

(1）～(3）＜省略＞ 

  

(4）責任限定契約の内容の概要 

 当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して

おります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、１百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。な

お、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないと

きに限られます。 

  

（訂正後） 

(1）～(3）＜省略＞ 

  

(4）責任限定契約の内容の概要 

 当社は、取締役及び監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定により、取締役会

の決議をもって、同法第423条第１項の取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任

につき、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。 

 当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して

おります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、１百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。な

お、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないと

きに限られます。 

  

(5）取締役の定数 

 当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。 

  

(6）取締役の選任の決議要件 

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。 

 また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。 

  

(7）自己株式の取得の決定機関 

 当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる

旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。 

  

(8）剰余金の配当（中間配当）等の決定機関 

 当社は、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（中間配当）を、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に

定めております。これは、中間配当を取締役権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするもの

であります。 

  

(9）株主総会の特別決議要件 

 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会に

おける特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 
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